
物件概要書上　 備考③
当該地番内に計画道路部（ 整備済） がございま すので、
建築にあたっ ては、 都市計画法53条許可及び、 立会が必要と なり ま す

物件概要書上　 備考①
国道から の115₋ 1への車両乗り 入れには、
道路法24条の申請及び仙台河川国道事務所の承認が必要です。

物件概要書上　 備考②
水路敷から の接道取得時の際は、 43条但し 書き 道路取得　 要
その際、 セッ ト バッ ク  要（ 水路部の車両乗入NG）
分水工事時には、 水利計算　 要
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